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主
な
議
案
の
あ
ら
ま
し

◆
吉
川
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例

　
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す

る
た
め
、
条
例
等
に
よ
り
書
面
等

で
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
申
請
、

届
出
そ
の
他
の
手
続
き
等
に
つ
い

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
吉
川
市
税
条
例
及
び
吉
川
市
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
国
の
法
改
正
に
伴
い
、
個
人
住

民
税
の
非
課
税
限
度
額
等
に
お
け

る
国
外
居
住
親
族
の
取
扱
い
の
見

直
し
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
税
制
（
特
定
の
医
薬
品
購
入
額

の
所
得
控
除
制
度
）
の
延
長
等
の

改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
吉
川
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
市
が
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
利

用
調
整
を
行
う
場
合
の
小
規
模
事

業
保
育
所（
0
歳
〜
2
歳
児
を
受

け
入
れ
る
施
設
）に
お
け
る
卒
園
後

の
連
携
施
設
に
関
す
る
こ
と
に
つ

い
て
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　
吉
川
市
に
お
い
て
は
、
市
が
当

該
法
令
に
基
づ
く
利
用
調
整
を

行
っ
て
い
る
た
め
、
今
回
の
条
例

改
正
に
よ
る
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る

条
例
及
び
吉
川
市
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
行
政
手
続
き
等
に
お
け
る
市
民

の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
や
、
申

請
手
続
き
の
簡
素
化
と
オ
ン
ラ
イ

ン
化
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
署
名
押
印
等
の
規
定
の
見

直
し
を
図
る
も
の
で
す
。

◆
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
越
谷
都
市
計
画
事
業
吉
川
美
南

駅
東
口
周
辺
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
地
内
の
業
務
系
用
地
と
し
て

土
地
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

◆
市
道
の
路
線
廃
止
及
び
認
定
に

つ
い
て

　
吉
川
市
大
字
川
藤
地
内
に
お
け

る
開
発
に
伴
う
市
道
の
払
下
げ
に

よ
り
、
終
点
が
変
更
と
な
る
路
線

に
つ
い
て
廃
止
及
び
認
定
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

追
加
議
案

◆
令
和
３
年
度
吉
川
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）

　
　
３
２
９
０
万
５
０
０
０
円

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
生
活
困
窮
世
帯
に
、

自
立
支
援
金
を
支
給
す
る
も
の
で

す
。

　
こ
れ
ま
で
緊
急
小
口
資
金
等
の

特
例
貸
付
な
ど
に
よ
る
支
援
を
行

い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
が
長
期

化
す
る
中
で
す
で
に
総
合
支
援
資

金
の
再
貸
付
の
終
了
な
ど
に
よ
り
、

特
例
貸
付
が
利
用
で
き
な
い
世
帯

が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
世
帯
に
対
し
て
、
就

労
に
よ
る
自
立
を
図
る
た
め
に
、

ま
た
、
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に
は

円
滑
な
生
活
保
護
の
需
給
へ
つ
な

げ
る
た
め
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

金
を
支
給
し
ま
す
。

人
事
案
件

　
人
権
擁
護
委
員

　
９
月
30
日
を
も
っ
て
任
期
満
了

と
な
る
関
根
剛
氏
の
後
任
に
、
岡

田
明
子
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

行
政
報
告

　
訴
え
の
取
下
げ

　
吉
川
美
南
駅
東
口
周
辺
地
区
土

地
区
画
整
理
事
業
地
内
に
砕
石
が

残
置
さ
れ
た
と
し
て
、
令
和
２
年

第
3
回
吉
川
市
議
会
臨
時
会
で
可

決
し
た
訴
え
の
提
起
（
土
地
明
渡

請
求
事
件
）
に
つ
い
て
、
市
が
訴

え
の
取
下
げ
を
行
っ
た
た
め
市
長

が
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
１
年
間
裁
判
を
す
す
め
て

き
ま
し
た
が
、
被
告
側
か
ら
砕
石

や
土
砂
の
処
分
に
異
議
を
述
べ
な

い
旨
の
書
面
が
提
出
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
市
は
訴
え
の
取
下
書
を
裁

判
所
に
提
出
し
ま
し
た
。

用
語
解
説

○
補
正
予
算

　
令
和
３
年
３
月
議
会
に
お
い

て
議
決
さ
れ
て
い
る
市
の
予
算

に
つ
い
て
、
そ
の
後
に
生
じ
た

緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
事
象

に
つ
い
て
予
算
の
補
正
を
す
る

も
の
で
す
。

○
特
別
会
計

　

健
康
保
持
に
欠
か
せ
な
い
、

国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
及

び
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
、
快

適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
の
農
業
集
落
排
水

事
業
や
吉
川
美
南
駅
周
辺
土
地

区
画
整
理
事
業
、
日
々
の
生
活

に
不
可
欠
な
水
道
事
業
や
下
水

道
事
業
会
計
が
あ
り
ま
す
。

○
人
権
擁
護
委
員

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
日
常
生

活
の
中
で
基
本
的
人
権
が
侵
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
見
守
り
、

人
権
を
擁
護
す
る
任
務
を
も
っ

て
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

人
た
ち
で
す
。
地
方
公
共
団
体

の
長
が
法
務
大
臣
に
対
し
、
議

会
の
意
見
を
聞
い
て
、
候
補
者

を
推
薦
し
ま
す
。
任
期
は
３
年

で
、
吉
川
市
の
定
数
は
４
名
で

す
。


